
区分

①
個人
法人

②
個人
法人

③ 個人

④
下表
参照

⑤ 法人

個人

法人

＊申込者が代理人の場合は、委任状が必要となります。

＊提出された書類は、返還いたしませんので予めご了承下さい。

 ホームページ又は資産管理課（２階１６番窓口） 1通 ―

鴻巣市外に本店を有する場合

鴻巣市外に住所を有する場合

納税に関する証明書
下表の区分に応じて証明書を発行してください。

住民票

備考発行元等

直近の納税証明書

一般競争入札参加申込書兼誓約書

１通

下表参照

鴻巣市内に住所を有する方：市民課（１階１番窓口）又は吹上支所・川里支所
鴻巣市外に住所を有する方：住所地市区町村の住民票発行窓口
（市内に住所を有する場合はマイナンバーカードによるコンビニ交付も可。市
外の場合は住所地市区町村へお問い合わせください）

必要書類 提出数

１通

１通

区分

納税に関する証明書

必要書類一覧表（一般競争入札）

発行後３ヶ月以内のもの

発行後３ヶ月以内のもの

１通

１通

発行後３ヶ月以内のもの

備 考

 ホームページ又は資産管理課（２階１６番窓口）

提出数

1通

⑥

法務局

鴻巣市内に住所を有する方：市民課（１階１番窓口）又は吹上支所・川里支所
鴻巣市外に住所を有する方：住所地市区町村の印鑑登録証明書発行窓口
（市内に住所を有する場合はマイナンバーカードによるコンビニ交付も可。市
外の場合は住所地市区町村へお問い合わせください）

法務局

必要書類

法人登記事項証明書

発 行 元 等

土地利用計画書

印鑑登録証明書

印鑑証明書

世帯全員の記載のあるもの
発行後３ヶ月以内のもの

―

コピー可
発行後３ヶ月以内のもの

個人

法人

鴻巣市内に住所を有する場合

鴻巣市内に本店を有する場合

管轄税務署

上尾税務署

管轄税務署

鴻巣市収税対策課（2階10番窓口）又は吹上支所・川里支所

上尾税務署

納税証明書その３の３

未納税額のないことの証明書

納税証明書その３の３

納税証明書その３の２

未納税額のないことの証明書

納税証明書その３の２

鴻巣市収税対策課（2階10番窓口）又は吹上支所・川里支所

１通

１通

１通

１通

１通

１通


